
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

閃光管に直列接続されたスイッ
チング素子を繰り返しオンオフさせ 発光を継続するフラット発光モードと、

該スイッチング素子を 閃光発光を行わせる閃
光発光モードを有するストロボ装置において、
　閃光管に対して閃光エネルギー蓄積用コンデンサーの充電電荷を放電する放電路中に
インダクタンス値として第一のインダクタンス値と、該第一のインダクタンス値よりも大
きな第二のインダクタンス値を形成するインダクタンス手段と、
　前記フラット発光モードに際して 前記インダクタンス手段に前記第二のインダクタン
ス値を形成させ、前記閃光発光モードに際して 前記第一のイ
ンダクタンス値を形成させる切換え手段を設けたことを特徴とするストロボ装置。
【請求項２】
　 スイッチング素子を繰り返しオンオフさせる通信モードを有し、

モードに インダクタンス手段に 第一のインダクタンス値を形成
させ ことを特徴とする ストロボ装置。
【請求項３】
　前記インダクタンス手段は、第一のコイルと コイルに直列接続されるとと
もに 第一のコイルのインダクタンス値よりも大きなインダクタンス値の第二のコイル
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を有し、前記切換え手段は 第二のコイルを短絡するスイッチング素子を有し、 ス
イッチング素子をオンとすることで 第一のインダクタンス値を形成させ、 スイッ
チング素子をオフとすることで 第二のインダクタンス値を形成させる請求項１または
２ のストロボ装置。
【請求項４】
　前記インダクタンス手段は 第一のコイルと コイルよりも大きなインダク
タンス値の第二のコイルを有し、前記切換え手段は 第一 と

を選択して前記放電路中に接続するスイッチング素子を有することを特徴とする請
求項１または２ のストロボ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はストロボ装置における発光量制御装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来閃光発光装置の発光回路は、発光制御性を向上させる為および、発光制御回路の保護
の為に図７に示すように、発光放電回路中にインダクタを挿入する事が一般的に行われて
いる。以下同図の動作を説明すると、同図に於いて、４０１は電池、４０２は電池４０１
の電圧を数１００Ｖの高圧に変換するＤＣ／ＤＣコンバータ、４０３は発光エネルギーを
蓄積するコンデンサ、４０４は発光手段であるＸｅ管、４０５は発光時にＸｅ管４０４を
励起させる為に、数１０００Ｖの高圧を発生させる為のトリガ回路、４０６はＸｅ管４０
４の発光電流を制御し、Ｘｅ管の発光開始／停止を制御する為の発光制御回路、４０７は
Ｘｅ管の発光電流に制限をかける為のコイル、４０８は発光制御手段４０６が発光電流を
遮断した際に、コイル４０７の両端に発生するフライバック電圧を吸収する為のダイオー
ドである。図８はＸｅ管４０４の発光波形を示すものであり、同図ａは電流制限用コイル
４０７が有る場合、図図ｂはコイルが無い場合の発光波形を示す。同図に示す様に、コイ
ルが無い場合は、急激に発光電流が増加し、発光波形が立ち上がるので、小発光量を制御
する場合に、時刻ｔ１に於いて発光を停止しようとしても、実際は回路の遅れ等で発光制
御回路が発光電流を遮断するのが時刻ｔ２に遅れるので、所望の発光量に対してオーバー
となってしまう。
一方同図ｂに示したように発光波形が緩やかな場合は、所定の発光量で発光を停止させる
場合でも、発光電流の増加が緩やかなので、制御遅れに対する発光量の増加の割合が小さ
く抑えられるので、小発光量を制御する場合により好ましい制御性が得られるものである
。
【０００３】
また最近は、前述の発光制御回路４０６に用いる制御素子として、ＩＧＢＴが多く用いら
れる様になり、Ｘｅ管の発光電流を急激に遮断する事が可能になった為に、図１０に示す
様に、Ｘｅ管の発光電流を高速にスイッチングし、いわゆるＦＰ発光（フラット発光）と
称する略均一なストロボ光を得る事が広く行われる。フォーカルプレンシャッタをもつカ
メラの場合は、周知の様にシャッタ幕が全開するシャッター速度以上の高速シャッタの場
合は、シャッター幕の走行開始から、走行終了まで略均一な光を発生する必要があるので
、このＦＰ発光 (フラット発光 )を行う事により、高速シャッターまでストロボ撮影を行う
事が可能になるものである。図９は、このＦＰ発光を行う為の回路例を示すものであり、
図７に対してダイオード４０８のアノード側の接続点をＸｅ管４０４と発光制御回路４０
６の接続点に接続するとともに、コイル４０７のインダクタンスを大きく設定する事によ
り、発光電流の立ち上がりと立ち下がりをなめらかにして発光波形をほぼ均一にしている
ものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来例でＦＰ発光の発生光を均一にする為には、コイル４０７に大き
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なインダクタンスを与える必要がある為に、ストロボ光を光通信用の急峻な光パルス信号
として用いるには、立ち上がりが遅くなりすぎるという問題が生じる。またストロボ光の
発光停止時にも、コイル４０７のインダクタンスが大きい為に発光の切れが悪く、制御性
が悪くなるとともに、急峻な光パルスが得られないという問題が生じる。
【０００５】
本出願に係る発明の目的は、ストロボ光の発光に際して、必要とする発光モードに応じた
最適な発光形態を得る事により、ストロボの制御性の向上と、緩やかで均一発光を行うと
いう相反する発光状態を実現させる事である。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、 は、

閃光管に直列接続されたスイッチング素子を繰り返しオンオフさせ 発光を継続
するフラット発光モードと、 該スイッチング素子を

閃光発光を行わせる閃光発光モードを有するストロボ装置において、閃
光管に対して閃光エネルギー蓄積用コンデンサーの充電電荷を放電する放電路中に イン
ダクタンス値として第一のインダクタンス値と、該第一のインダクタンス値よりも大きな
第二のインダクタンス値を形成するインダクタンス手段と、前記フラット発光モードに際
して 前記インダクタンス手段に前記第二のインダクタンス値を形成させ、前記閃光発光
モードに際して 前記第一のインダクタンス値を形成させる切
換え手段を設けた を提供するものである。
【０００７】
　請求項２の発明は スイッチング素子を繰り返しオ
ンオフさせる通信モードを モードに インダ
クタンス手段に 第一のインダクタンス値を形成させ ストロボ装置を提供するもので
ある。
【０００８】
【発明の実施の形態】
（第１の実施の形態）
図１は本発明の特徴を最も良く表す図であり、同図において、１は電源である電池、２は
ＤＣ／ＤＣコンバータで、電池電圧を数１００Ｖに昇圧する。３はメインコンデンサでＤ
Ｃ／ＤＣコンバータの出力を充電する。４、５は、メインコンデンサの電圧を制御回路と
してのマイコン（マイクロコンピューター）３８がモニターするために設けられた分圧抵
抗である。ストロボマイコン３８は、分圧された電圧を内蔵Ａ／Ｄ変換器によりＡ／Ｄ変
換することにより、メインコンデンサ３の電圧を間接的にモニタし、ＤＣ／ＤＣコンバー
タ２の動作を制御する事により、メインコンデンサ３の電圧を所定の電圧に制御する。６
は発光電流を制限する為の第一の電流制限手段としてのインダクタンスである第１のコイ
ル、７は、発光停止時に、コイル６の両端に発生するフライバック電圧を吸収する為のダ
イオード。８は発光電流を制限する為の第二の電流制限手段としてのインダクタンスであ
る第２のコイルである。なお本実施例では第１のコイルは閃光発光の制御性を基に決定さ
れた比較的小さなインダクタンスであり、第２のコイルは、ＦＰ発光の一様性を維持する
為に第１のコイルに対して大きなインダクタンスに設定している。９は発光停止時に電流
制限コイルに蓄積されたエネルギーを環流する為のダイオード、１０は発光手段であるＸ
ｅ管、１１は発光時にＸｅ管１０を励起する為に、数１０００Ｖの高圧を発生させる為の
トリガ回路、１２はＸｅ管１０の発光電流を制御し、Ｘｅ管の発光開始／停止を制御する
為の発光制御回路でＩＧＢＴなどのスイッチング素子にて構成される。１３はコイル８の
両端を順方向に短絡し、コイル８に流れる電流をバイパスする為の一方向導通性のスイッ
チング素子としてのサイリスタ、１４、１５、１９、２０、２２、２３は抵抗、１６、１
７はコンデンサ、１８はＰＮＰトランジスタ、２１はＮＰＮトランジスタで、該２つのト
ランジスタ及び、抵抗１４～２２、コンデンサ１６、１７でサイリスタ１３のゲートを制
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御する制御回路を構成する。３０はデータセレクタでＹ０，Ｙ１端子に入力される信号に
基づいて、Ｄ０～Ｄ２の入力を選択してＹ端子に出力する。３３、３５はＸｅ管１０の光
を受光するセンサであるところの受光素子、３４、３６は受光素子の信号を処理、増幅す
る受光回路、３７は受光回路３６の出力を積分する積分回路、３１、３２はコンパレータ
である。３８はストロボ全体の動作を制御するマイコン、３９は不図示のカメラとの接続
端子であり、ＣＬＫ、ＤＩ、ＤＯ端子を用いて公知のシリアル通信を行う。
【０００９】
次にマイコン３８の各端子の説明を行う。
【００１０】
ＣＬＫ、ＤＩ、ＤＯは前述した様に、不図示のカメラと、公知のシリアル通信を行う為の
通信端子であり、ＣＬＫにはカメラからの同期クロック信号が入力され、該クロック信号
に同期してＤＩ端子にカメラからシリアルデータが送信され、同時にＤＯ端子からはスト
ロボからのシリアルデータが出力される。ＣＨＧはストロボの発光可能情報を電流情報と
してカメラに通信する為の端子であり、Ｘはカメラからの発光開始信号が入力される入力
端子である。ＩＮＴは積分回路３６の積分開始、停止を制御する制御出力端子であり、Ｌ
ｏで積分Ｈｉで積分終了とする。ＤＡ０はディジタル・アナログ変換の出力端子であり、
マイコン３８の内部ディジタルデータをアナログ信号である電圧に変換し、コンパレータ
３１、３２の為のコンパレートレベル電圧を出力する端子である。ＡＤ０は積分回路３７
の出力電圧を読み込みマイコン内部で処理する為のディジタルデータに変換する為のアナ
ログ・ディジタル変換の為の入力端子である。Ｙ０、Ｙ１は前述の様に発光モードに応じ
て、受光素子制御回路系を選択する為の選択信号出力端子である。ＴＲＩＧはトリガ回路
１１への発光信号を出力する端子、ＦＰ＿ＳＰは制御トランジスタ２１、１８を介してサ
イリスタ１３の導通／非道通を制御する制御出力端子、ＡＤ１は前述の様にメインコンデ
ンサ３の高電圧を抵抗４、５で分圧した電圧を入力して、マイコン３８内部で処理する為
のディジタルデータに変換する為ののアナログ・ディジタル変換入力端子、ＣＮＴはＤＣ
／ＤＣコンバータ２の発振／停止を制御する為の制御出力端子であり、前述ＡＤ１でモニ
タしたメインコンデンサ３電圧や、ストロボの動作状態に応じてＤＣ／ＤＣコンバータ２
の動作を制御する。
【００１１】
次にＦＰ発光時の動作を説明する。
【００１２】
ＦＰ発光時は発光波形をなめらかにする為にサイリスタ１３を遮断状態に設定し、コイル
６およびコイル８の両方を通って発光電流が流れる様に設定する。すなわち、マイコン３
８のＦＰ＿ＳＰ制御端子をＬｏに設定し、トランジスタ２１、トランジスタ１８をオフ状
態とするので、サイリスタ１３のゲートにゲートオン信号が印加されず、またゲートは抵
抗１５およびコンデンサ１７を介してカソードに接続されているので、サイリスタ１３は
非道通状態を維持する。
【００１３】
また、ＦＰ発光強度に応じて、マイコン３８のＤＡ０端子に所定の制御電圧を発生させる
と共に、Ｙ０、Ｙ１端子にＬｏ、Ｈｉを出力する事によりデータセレクタ３０はＤ２入力
が選択される。この時Ｘｅ管１０は未発光状態であるので、Ｘｅ管を直接モニタしている
センサ３３には、光電流はほとんど流れず、受光回路３１の出力は発生せず、コンパレー
タ３１の出力はＨｉであり、データセレクタ３０を通して発光制御回路１２のＩＧＢＴは
導通状態となる。同時にマイコン３８のＴＲＩＧ端子を所定時間Ｈｉに設定する事により
トリガ回路１１から高圧が発生し、Ｘｅ管１０は発光を開始する。同時にＸｅ管をモニタ
しているセンサ３３はＸｅ管１０の発生光に応じて光電流が流れ、受光回路３４の出力電
圧がＤＡ０に出力された制御電圧より高くなると、コンパレータ３１の出力はＬｏレベル
に反転し、発光制御回路１２のＩＧＢＴは遮断状態となり、コイル６に蓄積されたエネル
ギーはフライバックダイオード７を介して、またコイル８に蓄積されたエネルギーはダイ
オード９を通して環流されるが、Ｘｅ管を流れる電流は次第に減少する。同時に、発光量
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も減少し、所定光量以下になり、受光回路３４の出力がＤＡ０で設定したコンパレート電
圧以下になると、コンパレータ３１は再び反転し、発光制御回路１２のＩＧＢＴが導通状
態となり、Ｘｅ管は発生光は増加する。以上のプロセスを繰り返し、ＦＰ発光はほぼ一定
の発光強度に維持される。この際の発光波形は図４の（ｅ）に示す様にリップル分を含む
ほぼ一定のものとなる。そして所定の発光時間が経過すると、マイコン３８はＹ０、Ｙ１
端子＝Ｌｏ、Ｌｏと設定し発光制御回路１２のＩＧＢＴは強制的に遮断され、発光は停止
する。
【００１４】
次に閃光発光時の動作を説明する。
【００１５】
閃光発光時は発光波形を急峻にする為にサイリスタ１３を導通状態に設定し、コイル８に
発光電流を流さない様にする為にサイリスタ１３を導通状態の設定とする。すなわち、マ
イコン３８のＦＰ＿ＳＰ制御端子をＨｉに設定し、トランジスタ２１トランジスタ１８を
オン状態とする事により、抵抗１４を介してサイリスタ１３のゲートにバイアス電圧が印
加され、サイリスタ１３はオンする。また、所望される発光量に応じて、マイコン３８の
ＤＡ０端子に所定の制御電圧を発生させると共に、Ｙ０、Ｙ１端子にＨｉ、Ｌｏを出力す
る事によりデータセレクタ３０はＤ１入力が選択される。この時Ｘｅ管１０は未発光状態
であるので、Ｘｅ管を直接モニタしているセンサ３５には光電流はほとんど流れず、また
積分回路３７は積分禁止しているので、コンパレータ３２の出力はＨｉであり、データセ
レクタ３０を通して発光制御回路１２のＩＧＢＴは導通状態となる。同時にマイコン３８
のＴＲＩＧ端子を所定時間Ｈｉに設定する事により、トリガ回路１１から高圧が発生し、
Ｘｅ管１０は発光を開始する。発光開始から所定時間後マイコン３８のＩＮＴ端子をＬｏ
に設定し、積分回路３７は積分を開始する。なお、トリガ発生と積分のタイミングをずら
せるのは、Ｘｅ管の発光はトリガ発生から幾分遅れる為である事に加え、トリガにより発
生するノイズを積分回路３７が誤積分する事を防ぐ為である。発光積分量がＡＤ０で設定
した所定の制御電圧より高くなると、コンパレータ３２の出力はＬｏレベルに反転し、発
光制御回路１２のＩＧＢＴは遮断状態となり、コイル６に蓄積されたエネルギーはフライ
バックダイオード７を通して環流され、Ｘｅ管に流れる電流は急速に減少し、発光は停止
する。
【００１６】
次に図２を用いて、サイリスタ１３の導通状態と非道通状態における単発閃光発光での発
生光量の差異を説明する。
【００１７】
同図に於いて、（ａ）はサイリスタ１３をオフしたまま単発の閃光発光を行った場合のＸ
ｅ管１０の発生光を示したものであり、（ｂ）はサイリスタ１３をオンしたまま単発の閃
光発光を行った場合のＸｅ管１０の発生光を示したものである。（ａ）では発光開始ｔ０
から発光制御回路１２の遮断による発光停止時刻ｔ１まではコイル６及びコイル８を通っ
て発光電流が流れるので立ち上がりは緩やかとなり、ｔ１以降はコイル８に蓄積されたエ
ネルギーが環流ダイオード９を通って流れるので、発光の停止も緩やかなものとなる。一
方（ｂ）では発光開始ｔ０から発光制御回路１２の遮断による発光停止時刻ｔ１まではコ
イル６のみを通って発光電流が流れるので、立ち上がりは急峻であり、ｔ１以降はコイル
６に蓄積されているエネルギーはフライバックダイオード７を通して流れるので、Ｘｅ管
１０には電流はほとんど流れず、Ｘｅ管１０内のイオンが消滅する迄の残光はあるものの
、極めて急速に発光は停止する。
【００１８】
次に図３は図２で説明した（ａ）および（ｂ）の発光波形で繰り返しパルスを発生する場
合を説明するものであり、（ｃ）はサイリスタ１３が遮断状態の場合であり、（ｄ）はサ
イリスタ１３が導通状態の場合である。同図に示す様に、サイリスタ１３が遮断状態であ
る（ｄ）では（ｃ）に対して高速な繰り返しパルスを発生する事が可能であり、Ｘｅ管を
高速閃光発光させる事により情報を通信する場合に、通信速度を早める事が可能となる。
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したがって、昨今用いられているワイヤレスストロボやワイヤレスレリーズ装置の様に、
Ｘｅ管の光を用いて、他のスレーブストロボや受信機等の機器に発光量、発光指示等を通
信する場合に、高速に通信を行う事が可能になる。尚Ｘｅ管の光でワイヤレス通信を行う
場合はサイリスター１３をオン状態にしたままＦＰ発光制御を行えばよい。よって、通信
モードとＦＰ発光モードと閃光発光モードの３つのモードを設けて、各モードごとに上記
の制御を行わせることが出来る。次に図４を用いて、サイリスタ１３の導通状態と非道通
状態におけるＦＰ発光での発生光の差異を説明する。
【００１９】
同図に於いて、（ｅ）はサイリスタ１３をオフしたままＦＰ発光を行った場合のＸｅ管１
０の発生光を示したものであり、（ｆ）はサイリスタ１３をオンしたままＦＰ発光を行っ
た場合のＸｅ管１０の発生光を示したものである。
【００２０】
図（ｅ）ではコイル６及びコイル８を通って発光電流が流れるので、発光制御回路１２が
導通状態では、光量の増加も穏やかであり、発光制御回路１２が遮断状態ではコイル８に
蓄積されたエネルギーが環流ダイオード９を通って有効に活用されるので、光量の減少も
穏やかであり、ＦＰ発光全体では極めて一様性の高い発光となる。
【００２１】
一方、図（ｆ）ではコイル８はサイリスタ１３によりバイパスされており、コイル６を介
してのみ発光電流が制限るので、発光制御回路１２が導通状態では、急激にＸｅ管１０の
発生光が増加し、また発光制御回路１２が遮断状態では、前述のように急激にＸｅ管の発
光が停止するので、ＦＰ発光としては一様性の悪いものとなる。また発光制御回路１２に
は昨今は、高速のＩＧＢＴを用いるのが一般的であるが、（ｆ）で説明したような高速の
スイッチングでは素子が破壊する危険性も生ずる。
【００２２】
従って本実施例で説明したように、ＦＰ発光、閃光発光のように発光波形及び発光制御性
に相反する制御性を必要とする場合は、電流制御手段であるインダクタンスを発光モード
に応じて切り替える事により、おのおののモードに最適な発光制御特性を得る事ができる
。
【００２３】
以上説明したように、第１の実施の形態では、発光電流を制限する為のインダクタンスを
発光モードにより切り替える事により、発光モードに応じた最適なストロボ発光を行う事
が可能となった。
【００２４】
（第２の実施の形態）
図５は第２の実施の形態を表すストロボ装置の回路図であり、第１の実施の形態と同じ部
材は同じ符号を与えてあるので。説明は省略する。同図に於いて４３は発光電流を制御す
るサイリスタ、４４、４５、４９、５０、５２、５３は抵抗、４６、４７はコンデンサ、
４８はＰＮＰトランジスタ、５１はＮＰＮトランジスタで、該２つのトランジスタ及び、
抵抗４４～５２、コンデンサ４６、４７でサイリスタ４３のゲートを制御する制御回路を
構成する。
【００２５】
次にマイコン３８において、第１の実施の形態と異なる端子について説明する。ＦＰ端子
はＦＰ発光時にサイリスタ４３を導通状態にする出力端子であり、ＳＰ端子は閃光発光時
にサイリスタ１３を導通状態にする出力端子である。
【００２６】
次に同図においてＦＰ発光と閃光発光時の制御動作を、第１の実施の形態と異なる部分に
関して説明する。
【００２７】
ＦＰ発光時はマイコン３８のＦＰ端子をＨｉに設定し、ＳＰ端子をＬｏに設定する事によ
り、サイリスタ４３を導通状態とし、サイリスタ１３を遮断状態とし、メインコンデンサ
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３に蓄積された電荷は、サイリスタ４３、コイル８を介してＸｅ管１０に流れる。この際
コイル８は第１の実施の形態で説明した様に、ＦＰ発光の発光電流を緩やかに増加、減少
させるに十分なインダクタンスを持つように設定する。この状態で第１の実施の形態と同
様に、Ｙ０、Ｙ１、ＴＲＩＧを制御する事により、一様性の高く均一なフラットな発光波
形を持つＦＰ発光を行う事が可能となる。
【００２８】
閃光発光時はマイコン３８のＦＰ端子をＬｏに設定し、ＳＰ端子をＨｉに設定する事によ
り、サイリスタ１３を導通状態とし、サイリスタ４３を遮断状態とし、メインコンデンサ
３に蓄積された電荷は、サイリスタ１３、コイル６を介してＸｅ管１０に流れる。この際
コイル６は第１の実施の形態で説明した様に、閃光発光の発光電流をすばやく増加、減少
させるに為に、ＦＰ発光の制御用のコイル８に対しては小さなインダクタンスを持つよう
に設定してある。この状態で第１の実施の形態と同様に、Ｙ０、Ｙ１、ＴＲＩＧを制御す
る事により、波形の立ち上がり、減少の鋭い発光波形を持つ閃光発光を行う事が可能とな
る。
【００２９】
以上説明したように、第２の実施の形態では、発光電流を制限する為のインダクタンスを
発光モードにより分離して切り替える用にしたので、第１の実施の形態と同様に、発光モ
ードに応じた最適なストロボ発光を行う事が可能となった。
【００３０】
この実施の形態にあってもサイリスター４３をオフにサイリスター１３をオンとしてＦＰ
発光制御を行えばワイヤレス通信モードでの発光制御が出来る。
【００３１】
（第３の実施の形態）
図６は第３の実施の形態を表すストロボ装置の回路図であり、第１の実施の形態に対して
、閃光発光時の電流制限用のコイル６および、フライバックダイオード７を廃している。
他の部分は第１の実施の形態と同じであるので説明を省略する。
【００３２】
既に説明した第１の実施の形態に於いて、閃光発光用の電流制限コイル６はＸｅ管１０の
発光時のインピーダンスが低い場合に於いて、発光制御回路１２の制御電流上限を制限す
る為に必要であり、また前述した様に、閃光少発光時の制御性を良くする為に必要である
が、発光時のインピーダンスが低くないＸｅ管の場合で、かつ発光制御回路１２や、受光
素子３３、３５や受光回路３４、３６等が十分早い場合は廃止する事も可能である。しか
しその場合においても、ＦＰ発光の一様性を維持する為には電流制限用のコイル８は必要
となる。従って、第３の実施の形態では、ＦＰ発光時はマイコン３８のＦＰ＿ＳＰ端子を
Ｌｏに設定し、サイリスタ１３を遮断状態として、メインコンデンサの電流はコイル８を
通して電流制限がかかる用にし、閃光発光時はＦＰ＿ＳＰ端子をＨｉに設定し、サイリス
タ１３を導通させてコイル８に電流が流れない用にする事により、ＦＰ発光時には発光電
流の立ち上がり、立ち下がりの緩やかな、一様性の高く均一な発光を行う事が可能であり
、閃光発光時には波形の立ち上がり、減少の鋭い発光波形を持つ発光を行う事が可能とな
る。
【００３３】
以上説明したように、第３の実施の形態では、発光電流を制限する為のインダクタンスを
ＦＰ発光モードの時のみ用いて、閃光発光の時にはバイパスさせて用いない用にしたので
、第１、第２の実施の形態と同様に、発光モードに応じた最適なストロボ発光を行う事が
可能となった。
【００３４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明では発光電流を制限する為のインダクタンスを発光モードに
より選択する様にした事により発光モードに応じた最適なストロボ発光を行う事が可能と
なった。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態のストロボの電気的構成を示す電気回路ブロック図で
ある。
【図２】本発明の第１の実施の形態に於ける閃光発光波形を説明する発光波形図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に於ける繰り返しの閃光発光波形を説明する発光波形
図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に於けるＦＰ発光波形を説明する発光波形図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態のストロボの電気的構成を示す電気回路ブロック図で
ある。
【図６】本発明の第３の実施の形態のストロボの電気的構成を示す電気回路ブロック図で
ある。
【図７】従来例に於けるストロボの回路を説明する電気回路ブロック図である。
【図８】従来例に於けるストロボの閃光発光波形説明する図である。
【図９】従来例に於けるＦＰ発光を可能とするストロボのＦＰ発光波形を説明する図であ
る。
【図１０】従来例に於けるＦＰ発光を可能とするストロボの回路を説明する電気回路ブロ
ック図である。
【符号の説明】
３　コンデンサー
６、８　コイル
１３　サイリスター
１４　Ｘｅ管
１８、２１　トランジスタ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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